事業年度終了後には所轄庁への報告、税務署への確定申告、法務局への財産登記などが必要です。

忘れると罰金！やＮＰＯ法人認証取り消しにも！！

　　　　　　　　大多数の法人は事業年度が４月１日～３月３１日ですが、事業年度の違う法人は提出期限にあわせて読み替えて下さい。






















所轄庁への事業報告





準備書類等（各2部）


・事業報告書　・収支決算書　・財産目録  ・貸借対照表


役員名簿及び報酬受領役員名簿　・１０名以上の社員名簿





　　　 ｃ　特定非営利活動法人　せんだい・みやぎＮＰＯセンター





税務署へ





＊法人税法上、物品販売や出版、興業、請負、運送、物品貸し付け、飲食等


　の33業種に関しては、その事業を継続的に行う場合には、収益事業とし　　


　て法人税が課税されます。その収益事業から生じた所得についてのみ課税


　されます。（収益事業以外の事業から生じた所得については非課税。）








＊　提出書類については、内容を確認するため、この他にも追加で求められることがあります。





総会または理事会








・事業報告書　・収支計算書


・貸借対照表　・財産目録　・監査報告書


　　　　　　　　　  　　　　・事業計画書　・収支予算書


　　  　　　　・理事の変更　　などの議事の議決を行う。





＊定款で定められた議決機関で、承認を得る。


　開催時期は、事業終了後○ヶ月以内と定款で定めている


　法人が多い。





準備書類等


法人税の確定申告書


勘定科目内訳明細書


法人事業概況説明書


損益計算書


納税（赤字の場合、納税はありま


　せん。）


消費税の確定申告書（消費税の課税


　事業者になっていれば必要です。）


課税売上割合・控除対象仕入税額等


　の計算表








４月１日新年度開始





法務局への登記





準備書類等


・資産の変更登記申請書：財産目録　・監査報告書　・議事録　・印鑑証明書


・理事の変更登記申請書：就任承諾書　・定款　・議事録





＊提出期限：資産の変更は、決算期から２ヶ月以内。


　　　　　　理事の変更は、一部変更や任期満了など変更のあったときから２週間以内。





各都道府県税事務所・各市区町村役場へ





準備書類等


・法人都道府県民税・事業税の確定


　申告書


・法人市区町村民税の確定申告書


・納税（収益事業を行っていても、


　赤字の場合免税としている自治体


　もあります）





４月３０日〆切





＊提出期間：４月１日～４月３０日





＊提出期限：決算期から２ヶ月以内。


　ただし、法人税、法人都道府県民税・事業税、法人市区町村民税について


　は「申告書の提出期限の延長の承認申請」を行った場合は、この限りでは


　ありません。





法人税法上の収益事業を行っている法人





各都道府県税事務所・各市区町村役場へ


（減免の自治体が多いので、必ず提出しま


　しょう。忘れると課税されます。）





準備書類等


・法人都道府県民税・事業税の確定


　申告書


・法人市区町村民税の確定申告書


・減免申請書


・定款の写し


・登記簿謄本


・貸借対照表及び収支計算書





５月３１日〆切





６月３０日〆切





法人税法上の収益事業を行っていない法人





＊提出期限：決算期から３ヶ月以内。








